
船舶事故等調査報告書 

平成２７年３月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第５７号 

事故等種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２６年５月１２日 ０８時１５分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港第４区の飛島
とびしま

コンテナ埠頭ＴＳ２岸壁 

名古屋港海上交通センターから真方位２４６°２,０９０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０１.６４′ 東経１３６°４９.５１′） 

事故等調査の経過 平成２６年５月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

コンテナ船 WILLIAM
ウ イ リ ア ム

 SHAKESPEARE
シ ェ イ ク ス ピ ア

（リベリア共和国籍）、３５,５８１

トン 

９３０３７７８（ＩＭＯ番号）、MS WS SCHLUETER GMBH & CO.KG 

 乗組員等に関する情報 船長（国籍不詳）、免状不詳 

水先人、伊勢三河湾水先区１級水先人水先免状 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 右舷船尾外板に擦過傷 

岸壁 防舷材２基に亀裂 

 事故等の経過 本船は、船長ほか２２人が乗り組み、コンテナを積載し、水先人が

水先し、左舷船尾に引船（総トン数１１９トン、２機２軸、出力２機

合計２,５７４kＷ、曳航能力５１.４ｔ）１隻を配置し、名古屋港第

４区の飛島コンテナ埠頭ＴＳ２岸壁（以下「本件岸壁」という。）に

接近した。 

水先人は、主機、バウスラスタ（出力１,５００kＷ）及び引船を使

用し、本船を本件岸壁から約２０ｍ離し、ほぼ本件岸壁と平行の態勢

で停止させたところ、風勢が増した南東風によって本件岸壁側に圧流

されるのを認め、引船に船尾を南東方に引かせた。 

本船は、本件岸壁に接近し、平成２６年５月１２日０８時１５分ご

ろ、右舷船尾が本件岸壁に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ５、視程 約１５km 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

名古屋地方気象台の気象資料によれば、０８時２０分に最大瞬間風

速８.８m/s の南南東風が観測された。 

 その他の事項 水先人は、平成４年１月から水先業務を開始し、年間約１７０隻の

船舶に対して水先を行い、本件埠頭では約２１回、本船に対しても１

回水先を行っていた。 

水先人は、名古屋港外を航行中に、港内で風速約６m/s の南東風が



吹いていることを知ったが、引船１隻で着岸可能と判断した。 

水先人は、着岸作業中、船橋右舷側ウイングの右端に立ち、ドッキ

ングソナー及び携帯ＧＰＳ速度計を見ながら、バウスラスタと引船を

使用して着岸速度を調整していた。 

本船は、本件岸壁に衝突する直前、行きあしがほとんど停止してい

たが、右舷方への横移動速力が約２５～３０cm/s あった。 

本船の乗組員及び引船は、水先人の指示どおりに作業を行った。 

水先人が使用した引船隻数は、伊勢三河湾水先人会が定める名古屋

港における風速１０m/s 未満時のタグボート使用基準を満たしてい

た。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、名古屋港の本件岸壁に着岸作業中、風力５の南東風をほぼ

左舷正横から受けて圧流されたことから、右舷船尾が本件岸壁に衝突

したものと考えられる。 

本船は、バウスラスタ（出力１,５００kＷ）を備えており、風力５

の南東風が吹く状況下、左舷船尾に引船（曳航能力５１.４ｔ）１隻

を配置していたが、本件岸壁に向けて圧流された状況を明らかにする

ことはできなかった。 

原因 本事故は、本船が名古屋港の本件岸壁に着岸作業中、風力５の南東

風をほぼ左舷正横から受けて圧流されたため、右舷船尾が本件岸壁に

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・着岸操船を行う際は、風の影響を考慮してタグボートの隻数を決

めること。 

 



付図１ 推定航行経路図 
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事故発生場所 

（平成２６年５月１２日 ０８時１５分ごろ発生） 

× 
（赤色が衝突時） 


